
近

畿

和 大
田 学
鶴

蔵
法

教
学

授
会＾ 

古
稀

記 十
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和

田

鶴

蔵

教

授

古

稀

記

念



和

田

鶴

蔵

教

授

近

影





和
田
教
授
の
古
稀
に
際
し
て

和
田
教
授
が
古
稀
を
迎
え
ら
れ
た
。

七
0
歳
は
昨
今
す
で
に

稀
で
な
く
な
っ

て
は
い
る
が
、

研
究
と
教
育
の
第
一

線
に
立
っ
た
ま
ま
で

の
七
0
歳
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
や
は
り
稀
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

が、

こ
こ
に
一

同
お
祝
い
申
し
上
げ
る
の
は、

た
ん
に
そ

う
い
っ
た
意
味
で
の
古
稀
を
よ
く
ぞ
迎
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
た
い
し
て
だ
け
で
は
な
く、

さ
ら
に
古
稀
を
ひ
と
区
切
り
と
し
て
心
も

新
た
に
研
究
と
教
育
に
打
込
ま
れ
つ
つ
あ
る
和
田
教
授
に、

そ
の
期
し
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
ぜ
ひ
実
現
し
て
も
ら
い
た
い
、

と
い
う
願

い
を
こ
め
て
の
一

同
心
か
ら
の
お
祝
い
な
の
で
あ
る
。

新
し
く
出
発
さ
れ
つ
つ
あ
る
先
生、

ど
う
か
健
康
に
も
御
留
意
い
た
だ
き、

先
輩
と
し
て
ま
た
畏
友
と
し
て‘

わ
た
く
し
た
ち
を
今
後

と
も
啓
発
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す。

昭
和
五
二
年
三
月

法

学

部

長

牛

尾

茂

夫
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特
許
権
の
効
力
と
権
利
の
濫
用
に
関
す
る
一
考
察
口

ー
と
く
に
ア
メ
リ
カ
法
の
も
と
に
お
け
る

反
ト
ラ
ス
ト

法
適
用
と
の
関
係
を
中
心
に
ー

比限

較会

考社

解

枚．．．．．．．．．．．．．．．．．．
 

•二
：

の察
ー

減
価
債
却
に
お
け
る
企
業
会
計
と
税
法

判
例
研
究

船
長
の
意
思
に
よ
る
他
船
曳
航
契
約
と

保
険
者
責
任
（
保
険
金
請
求
事
件）
．．．．．．．．．．．．．．．．
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西

商
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六
二
六
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三
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公
職
選
挙
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等
改
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要
望
事
項
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年
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に
対
す
る
意
見
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特
許
協
力
条
約
と 。ハ
リ
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係
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と
く
に
優
先
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を
め
ぐ
る
論
点
ー
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

 播

英
法
に
お
け
る
経
済
上
の
不
法
行
為

の
研
究
序
論
日
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有
限
会
社
に
よ
る
自
己
持
分
の
取
得
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ド
イ
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け
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明
治
三
九
年一

0
月
二
九
日

大
正
二

年
四

月
一

大
正
八

年
三

月
二
六
日

大
正
八

年

四

月
一

日

大
正
一

0
年
三

月
二
六
日

大
正
一

0
年

四

月
一

日

大
正―
一
年
二

月
二
0
日

和田鶴蔵教授の経歴と著作目録

大
正―
一

年

三

月
二
六
日

大
正一
―

年一

0
月
二
五
日

大
正
ご
一
年
三

月
三
一
日

大
正
―
二
年

六
月
三
0
日

大
正一
三
年
七

月
二
五
日

大
正一
三
年
七

月
三
一
日

経

歴

日

兵
庫
県
朝
来
郡
朝
来
町
山
ロ
一
―
九
番
地
に

お
い
て 、

父
鐵
蔵
母
す
ゑ
の
次
男
と
し
て
誕

生 ‘

祖
父
「

和
田
五
兵
衛」

の
戸
籍
に
入
籍

兵
庫
県
朝
来
郡
山
口
小
学
校
尋
常
科
に
入
学

山
口
小
学
校
尋
常
科
卒
業

山
口
小
学
校
高
等
科
に
入
学

山
口
小
学
校
高
等
科
卒
業

山
口
小
学
校
高
等
補
習
科
に
入
学

試
験
検
定
に
よ
り
尋
常
小
学
校
准
教
員
免
許

状
受
領

山
口
小
学
校
高
等
補
習
科
卒
業

兵
庫
県
朝
来
郡
枚
田
小
学
校
代
用
教
員
を
命

ぜ
ら
る
（
大
正
ご
一
年
三
月
ま
で）

仝
郡
中
川
小
学
校
代
用
教
員
を
命
ぜ
ら
る

（
大
正
ご
一
年
六
月
ま
で）

中
川
小
学
校
准
訓
導
を
命
ぜ
ら
る
（
大
正一

三
年
八
月
ま
で）

大
日
本
国
民
中
学
校
（
通
信
課
程）

卒
業

試
験
検
定
に
よ
り
尋
常
小
学
校
本
科
正
教
員

免
許
状
受
領

大
正一
三
年
八

月
三
一
日

大
正
一
三
年―
一
月
五

日

大
正一
四
年
八

月
一

日

大
正一
五
年
三

月
三
一
日

大
正一
五
年
四

月
一

大
正一
五
年
七

月
ニ
―

日

昭
和
二

年
一

月一

0
日

昭
和
―
一

年
二

月一
―
日

昭
和
三

年
七

月
九

B

昭
和
三

年
八

月
三
一

日

昭
和

四

年
五

月一

0
日

昭
和
五

年
三

月
三
一
日 日

中
川
小
学
校
訓
導
に
任
ぜ
ら
る
（
大
正一
五

年
三
月
ま
で）

日
本
赤
十
字
社
正
会
員
に
列
せ
ら
る

第
二
回
国
勢
調
査
員
を
委
嘱
せ
ら
る

兵
庫
県
朝
来
郡
多
々
良
木
小
学
校
訓
導
（
教

頭）

に
任
ぜ
ら
る
（
昭
和
三
年
八
月
ま
で）

朝
来
郡
産
業
調
査
員
を
委
嘱
せ
ら
る

試
験
検
定
に
よ
り
小
学
校
本
科
正
教
員
免
許

状
受
領

徴
兵
の
た
め
休
職 、

鳥
取
歩
兵
第
四
〇
朕
隊

に
入
隊

模
範
青
年
と
し
て
朝
来
郡
長
よ
り
表
彰
状
受

領婦
休
退
営 、

下
士
官
適
任
證 、

善
行
證
書
受

領兵
庫
県
出
石
郡
資
母
小
学
校
訓
導
に
任
ぜ
ら

る
（
昭
和
五
年
三
月
ま
で）

仝
郡
資
母
農
業
公
民
学
校
助
教
諭
に
兼
任
せ

ら
る
（
昭
和
五
年
三
月
ま
で）

兵
庫
県
朝
来
郡
中
川
小
学
校
訓
導
に
任
ぜ
ら

- 325-
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昭
和

五

年
七

月一―1
0
日

昭
和
五

年
ご
一
月
二

日

昭
和
六

年
一

月
二
0
日

昭
和
六

年
四

月
三
0
日

近大法学

昭
和
六

年―
二
月
二
九
日

昭
和
七

年
三

月
三
一
日

昭
和

七

年
四

月一―1
0
日

昭
和
八

年―
一
月
一
七
日

昭
和

九

年
一
0
月
三
一
日

昭
和
九

年―
一
月
二
0
日

る
（
昭
和
七
年
三
月
ま
で）

試
験
検
定
に
よ
り
師
範
学
校
中
学
校
高
等
女

学
校
教
員
教
育
科
免
許
状
受
領

朝
来
郡
修
身
科
視
学
委
員
を
委
嘱
せ
ら
る

任
陸
軍
歩
兵
伍
長

兵
庫
県
朝
来
郡
中
川
農
業
補
習
学
校
助
教
諭

に
兼
任
せ
ら
る
（
昭
和
七
年一
二
月
ま
で）

試
験
検
定
に
よ
り
師
範
学
校
中
学
校
嵩
等
女

学
校
教
員
修
身
科
免
許
状
受
領

兵
庫
県
武
庫
郡
住
吉
村
立
商
業
学
校
教
諭
に

任
ぜ
ら
る
（
昭
和
九
年一

0
月
ま
で）

武
庫
郡
住
吉
村
青
年
団
指
導
員
（
理
事）

を

委
嘱
せ
ら
る
（
昭
和
九
年
一
0
月
ま
で）

明
石
市
右
手
塚
町
二
二
七
魚
住
仲
太
郎
・

同

か
の
の
長
女
「
ヌ
イ」

と
婚
姻

兵
庫
県
公
立
小
学
校
訓
導
に
任
ぜ
ら
れ
明
石

市
人
丸
小
学
校
訓
導
に
補
せ
ら
る
（
昭
和
一

六
年
三
月
ま
で）

兵
庫
県
明
石
女
子
師
範
学
校
訓
導
兼
教
諭
に

併
任
せ
ら
れ
代
用
付
属
小
学
校
勤
務
（
教
育

実
習
生
指
導
主
任）

を
命
ぜ
ら
る
（
昭
和
一

六
年
三
月
ま
で）

昭
和
一

0
年
三

月
三
一
日

昭
和
一

0
年
四

月
一

日

昭
和
一

0
年
八

月
五

日

昭
和
一
0
年
九

月
一

昭
和
―
一

年
三

月
二
四
日

昭
和
―
一

年
三

月
三
一
日

昭
和―
一

年
三

月
三
一
日

昭
和―
一

年一

0
月
ニ
―

日

昭
和
―
――一
年
三

月
三
一
H

昭
和
―
四
年
三

月
三
一
日

昭
和―
四
年
四

月
一

昭
和―
四
年一

0
月
二
三
日

昭
和
一
五
年
三

月
三
一
日

昭
和
一
五
年
九

月
一
五
日

昭
和
一
六
年
四

月

日

入
学
の
た
め
休
職

兵
庫
県
御
影
師
範
学
校
専
攻
科
入
学

試
験
検
定
に
よ
り
師
範
学
校
中
学
校
高
等
女

学
校
教
員
公
民
科
免
許
状
受
領

関
西
大
学
専
門
部
法
律
学
科
に
入
学

兵
庫
県
御
影
師
範
学
校
専
攻
科
卒
業

復
職
を
命
ぜ
ら
る

兵
庫
県
公
立
青
年
学
校
教
諭
に
兼
任
せ
ら
れ

明
石
市
人
丸
青
年
学
校
教
諭
に
補
せ
ら
る

（
昭
和―
四
年
三
月
ま
で）

明
石
市
修
身
科
視
学
委
員
を
委
嘱
せ
ら
る

関
西
大
学
専
門
部
法
律
学
科
卒
業

明
石
市
青
年
学
校
教
諭
に
補
せ
ら
る
（
昭
和

一
五
年
三
月
ま
で）

立
命
館
大
学
法
学
部
法
律
学
科
入
学

明
石
市
警
防
団
理
事
を
委
嘱
せ
ら
る

明
石
市
人
丸
青
年
学
校
教
諭
に
補
せ
ら
る

（
昭
和
二
0
年一

0
月
ま
で）

青
年
学
校
教
員
と
し
て
永
年
勤
統
の
功
に
よ

り
兵
庫
県
知
事
よ
り
表
彰
状
受
領

国
民
学
校
令
の
実
施
に
よ
り
兵
庫
県
国
民
学

校
訓
導 、

兵
庫
県
明
石
女
子
師
範
学
校
訓
導
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日



昭
和一
六
年―
二
月
二
六
日

昭
和一
七
年
七
月
五
日

昭
和一
七
年一
0
月
三
0
日

和田鶴蔵教授の経歴と著作目録

昭
和一
八
年
八
月
一

昭
和一
八
年
八
月
一

昭
和一
九
年一
0
月
一

昭
和一
九
年―
一
月一
五
日

昭
和
二
0
年
一

月一
0
日

昭
和
二
0
年
八
月一
九
日

昭
和
二
0
年
九
月一
0
日

昭
和
二
0
年一
0
月
三一
日

昭
和
二
0
年―
一
月

昭
和
二
0
年―
一
月

日

兼
教
諭
に
任
ぜ
ら
れ
明
石
市
人
丸
国
民
学
校

訓
導
を
命
ぜ
ら
る
（
昭
和
二
0
年一
0
月
ま

で）立
命
館
大
学
法
学
部
法
律
学
科
卒
業

臨
時
召
集
に
よ
り
第一
0
二
碇
泊
場
司
令
部

付
（
暗
号
班
長）
を
命
ぜ
ら
る

高
等
学
校
高
等
科
教
員
法
制
経
済
科
免
許
状

受
領

任
陸
軍
軍
曹

船
舶
司
令
部
暗
号
教
育
隊
勤
務
を
命
ぜ
ら
る

任
陸
軍
曹
長 、
命
予
備
役
見
習
士
官

叙
勲
六
等
授
瑞
宝
章

船
舶
予
備
士
官
学
校
勤
務
を
命
ぜ
ら
る

任
陸
軍
少
尉

召
集
解
除

願
に
よ
り
本
職
（
兵
庫
県
国
民
学
校
訓
導 、

明
石
女
子
師
範
学
校
訓
導
兼
教
諭）
を
免
ぜ

日日

ら
ら
る

日

私
立
神
戸
高
等
女
学
校
講
師
を
委
嘱
せ
ら
る

（
昭
和
二
三
年
三
月
ま
で）

足
立
産
業
株
式
会
社
取
締
役
社
長 、
株
式
会

社
足
立
工
務
店
常
務
取
締
役
に
就
任

日

昭
和
ニ―
年
二
月

昭
和
二
二
年
四
月
四
日

昭
和
二
二
年
四
月一
五
日

昭
和
二
二
年
四
月一
六
日

昭
和
二
二
年
七

月三
0
日

昭
和
二
三
年
一

月

昭
和
二
四
年
三
月
三一
日

昭
和
二
四
年
三
月
三一
日

昭
和
二
四
年
四
月
三
0
日

昭
和
二
四
年
五
月

昭
和
二
四
年
五
月一
五
日 日

学
校
法
人
玉
田
学
園
理
事
を
委
嘱
せ
ら
る

（
昭
和
二
六
年
三
月
ま
で）

昭
和
二
二
年
勅
令
第
二
六
三
号
に
よ
り

教
職

適
格
と
判
定
さ
れ
る

兵
庫
師
範
学
校
講
師
を
嘱
託
さ
れ
篠
山
分
校

勤
務
を
命
ぜ
ら
る
（
昭
和
二
二
年
七
月
ま
で）

兵
庫
師
範
学
校
篠
山
分
校
教
務
係
主
任
を
命

ぜ
ら
る

文
部
教
官
（
二
級）
に
任
じ
兵
庫
師
範
学
校

教
授
に
補
せ
ら
れ
篠
山
分
校
勤
務
を
命
ぜ
ら

る
（
昭
和
二
六
年
三
月
ま
で）

兵
庫
教
育
（
学
芸）
大
学
構
成
研
究
委
員
を

命
ぜ
ら
る

文
部
省
主
催
教
育
指
導
者
講
習 、
教
育
長
中

等
指
導
主
事
講
座
修
了

兵
庫
師
範
学
校
明
石
校
舎
本
校
勤
務
を
命
ぜ
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日日

ム
ら

る

兵
庫
県
戦
災
復
興
事
業
損
失
補
償
協
議
会
委

員
を
委
嘱
せ
ら
る
（
昭
和
二
六
年
三
月
ま
で）

兵
庫
師
範
学
校
明
石
校
舎
教
務
係
主
任
を
命

ぜ
ら
る

兵
庫
師
範
学
校
女
子
部
長
代
理
を
命
ぜ
ら
る
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昭
和
二
四
年
六
月

昭
和
二
四
年
八
月
三一

日

近大法学

昭
和
二
四
年
九
月

昭
和
二
四
年
九
月
三
0
日

昭
和
二
五
年
三
月
一

昭
和
二
五
年
四
月

昭
和
二
五
年
七
月

昭
和
二
六
年
三
月
三一
日

昭
和
二
六
年
三
月
三一
日

昭
和
二
六
年
四
月一
五
日 日

（
昭
和
二
六
年一
0
月
ま
で）

兵
庫
県
聾
学
校
教
員
養
成
所
講
師
（

非
常
勤）

を
委
嘱
せ
ら
る

（

昭
和
二
七
年
三
月
ま
で）

兼
ね
て
神
戸
大
学
講
師
に
補
せ
ら
れ
教
育
学

部
明
石
分
校
勤
務
を
命
ぜ
ら
る
（
昭
和
二
六

年
三
月
ま
で）

高
等
学
校
教
諭一
級
誓
通
免
許
状
（

社
会・

裔
業）

、
中
学
校
教
諭一
級
誓
通
免
許
状
（

社
会・
職
業）

、
小
学
校
教
諭
二
級
普
通
免

許
状 、
幼
稚
園
教
諭
二
級
普
通
免
許
状
受
領

神
戸 ノ大
学
補
導
委
員
を
委
嘱
せ
ら
る

兵
庫
県
食
用
蛙
漁
業
協
同
組
合
顧
問
に
推
さ

る
（

至
現
在）

兵
庫
県
教
職
員
組
合
大
学
部
長
に
選
任
せ
ら

る
（
昭
和
三
三
年
三
月
ま
で）

兵
庫
県
教
員
免
許
法
認
定
講
習
講
師
を
委
嘱

せ
ら
る

神
戸
大
学
講
師
（

専
任）
に
補
せ
ら
れ
教
育

学
部
明
石
分
校
勤
務
を
命
ぜ
ら
る

中
等
指
導
主
事一
級
免
許
状 、
教
育
長
免
許

状
受
領

近
畿
大
学
法
学
部
講
師
（
非
常
勤）
を
委
嘱

日日日日

昭
和
二
六
年
八
月
二
九
日

昭
和
二
六
年
九
月
一

日

昭
和
二
六
年
九
月一
五
日

昭
和
二
六
年一
0
月一
六
日

昭
和
二
六
年―
二
月一
五
日

昭
和
二
七
年
五
月
二
五
日

昭
和
二
八
年
三
月
三一
日

昭
和
二
八
年
八
月
一

日

昭
和
二
八
年―
一
月
四
日

昭
和
二
九
年
三
月
一

日

昭
和
二
九
年
八
月
二
三
日

せ
ら
る

（

昭
和
三
六
年
三
月
ま
で）

兵
庫
県
教
育
委
員
会
成
人
学
校
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
作
成
委
員
を
委
嘱
せ
ら
る
（
昭
和
二
七
年

三
月
ま
で）

湊
川
女
子
短
期
大
学
講
師
（

非
常
勤）
を
委

嘱
せ
ら
る
（
至
現
在）

明
石
市
社
会
教
育
ポ
ラ
ン
テ
ヤ
運
営
委
員
を

委
嘱
せ
ら
る
（

昭
和
三
0
年
三
月
ま
で）

神
戸
大
学
現
職
教
育
講
座
講
師
に
併
任
さ
れ

る
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廣
島
大
学
主
催 、
教
育
指
導
者
講
習 、
社
会

科
教
育
講
座
修
了

神
戸
大
学
補
導
委
員
を
委
嘱
せ
ら
る

神
戸
大
学
教
育
学
部
明
石
分
校
勤
務
を
免
ぜ

ら
る
（

教
育
学
部
勤
務
と
な
る）

学
校
法
人
阪
神
学
園
理
事
を
委
嘱
せ
ら
る

（
至
現
在）

神
戸
大
学
講
師
（
単
位
修
得
試
験
審
査
委
員）

に
併
任
せ
ら
る

神
戸
大
学
講
師
（

通
信
教
育
講
座）
に
併
任

せ
ら
る

神
戸
大
学
講
師
（
社
会
科
教
職
講
座）
に
併



昭
和
二
九
年
一

0
月

昭
和
二
九
年
―
一

月
二
三
日

昭
和
二
九
年
―

二
月
―

二
日

昭
和
三
0
年

四

月

昭
和
三
0
年

六

月

昭
和
三
一

年

四

月

和田鶴蔵教授の経歴と著作目録

昭
和
三
二
年

四

月

昭
和
三
二
年

八

月

昭
和
三
四
年

三

月

昭
和
三
五
年

九

月
一

五
日

昭
和
三
六
年

四

月
一

日 日

任
せ
ら
る

武
庫
川
学
院
女
子
大
学
講
師
（
非
常
勤）

を

委
嘱
せ
ら
る
（
昭
和
四
九
年
三
月
ま
で）

関
西
（
日
本）

法
政
学
会
理
事
に
選
任
せ
ら

る
（
至
現
在）

文
部
省
教
科
用
図
書
検
定
調
査
審
壌
会
調
査

員
に
任
ぜ
ら
る
（
昭
和
三
六
年
三
月
ま
で）

神
戸
学
院
女
子
短
期
大
学
講
師
（
非
常
勤）

を
委
嘱
せ
ら
る
（
至
現
在）

神
戸
大
学
助
教
授
（
教
育
学
部）

に
昇
任
せ

-
ら
る

日日日

兵
庫
県
立
農
業
講
習
所
講
師
（
非
常
勤）

を

委
嘱
せ
ら
る
（
昭
和
四
六
年
三
月
ま
で）

神
戸
大
学
講
師
（
免
許
法
認
定
通
信
教
育）

に
併
任
せ
ら
る

神
戸
大
学
経
済
学
部
講
師
（
非
常
勤）

に
併

任
せ
ら
る
（
昭
和
四
五
年
三
月
ま
で）

兵
庫
県
同
和
対
策
協
議
会
委
員
を
委
嘱
せ
ら

る
（
至
現
在）

兵
庫
県
憲
法
を
守
る
会
理
事
に
選
任
せ
ら
る

大
阪
大
学
教
養
部
講
師
（
非
常
勤）

に
併
任

せ
ら
る
（
昭
和
四
九
年
三
月
ま
で）

日日日

昭
和
三
六
年
一

0
月

昭
和
三
七
年

四

月

昭
和
三
七
年

七

月
二
0
日

昭
和
三
八
年

五

月
三
0
日

昭
和
三
九
年

九

月

昭
和
三
九
年
―
一

月

昭
和
四
0
年

四

月

昭
和
四
0
年

四

月
一

三
日

昭
和
四
0
年
一

0
月
三
0
日

昭
和
四
一

年

四

月

日

憲
法
研
究
所
運
営
委
員
を
委
嘱
せ
ら
る
（
至

現
在）

日

神
戸
大
学
講
師
（
教
育
学
部
養
護
教
員
養
成

課
程）

に
併
任
せ
ら
る
（
昭
和
四
六
年
三
月

ま
で）

兵
庫
県
立
厚
生
女
子
専
門
学
院
講
師
（
非
常

勤）

を
委
嘱
せ
ら
る
（
昭
和
四
二
年
三
月
ま

で）日
本
社
会
科
教
育
研
究
会
理
事
に
選
任
せ
ら

る
（
至
現
在）

兵
庫
県
憲
法
会
議
幹
事
に
選
任
せ
ら
る
（
至

現
在）

永
年
勤
続
の
功
に
よ
り
武
庫
川
学
院
女
子
大

学
よ
り
表
彰
状
を
受
領

原
水
爆
禁
止
兵
庫
県
民
会
議
議
長
に
選
任
せ

ら
る
（
至
現
在）

永
年
勤
続
の
功
に
よ
り
阪
神
学
園
よ
り
表
彰

状
を
受
領

日
本
社
会
科
教
育
学
会
理
事
に
選
任
せ
ら
る

（
至
現
在）

四
天
王
寺
短
期
大
学
講
師
（
非
常
勤）

を
委

嘱
せ
ら
る
（
昭
和
四
三
年
三
月
ま
で）
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日日日日
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箕
面
学
園
保
育
専
門
学
校
講
師
（
非
常
勤）

を
委
嘱
せ
ら
る
（
昭
和
四
二
年
三
月
ま
で）

教
え
子
達
約
三
0
0
名
に
よ
り
神
戸
市
生
田

区
諏
訪
山
荘
に
お
い
て
還
歴
記
念
祝
賀
会
を

催
さ
れ 、
記
念
冊
子
「

白
墨
の
跡」
を
出
版

さ
れ
る

法
律
文
化
社
よ
り
「

教
育
と
平
和
憲
法」
を

出
版
し
還
歴
記
念
会
参
集
者
に
配
布
す
る

大
阪
成
践
女
子
短
期
大
学
講
師
（
非
常
勤）

を
委
嘱
せ
ら
る
（
昭
和
四
四
年
三
月
ま
で）

兵
庫
県
厚
生
専
門
学
院
講
師
（
非
常
勤）
を

委
嘱
せ
ら
る
（
昭
和
五
0
年
三
月
ま
で）

御
影
保
育
専
門
学
院
講
師
（
非
常
勤）
を
委

嘱
せ
ら
る
（
至
現
在）

昭
和
四
二
年
八
月―
四
日
よ
り
九
月一
五
日
ま
で 、
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
の
世

界
平
和
集
会
に
出
席
し 、
ソ
連
邦
の
各
地
を

視
察
す
る

明
石
短
期
大
学
講
師
（
非
常
勤）
を
委
嘱
せ

ら
る
（
至
現
在）

明
石
市
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
に
当
選
し
同

委
員
長
に
互
選
せ
ら
る
（
昭
和
四
六
年一
〇

月
二
七
日
ま
で）

昭
和
四一
年
四
月一
0
日

昭
和
四一
年一
0
月
二
九
日

近大法学

昭
和
四
二
年

月一
0
日

昭
和
四
二
年
四
月

H
 

昭
和
四
二
年
四
月一
七
日

昭
和
四一一
年
四
月一―1
0
日

昭
和
四
二
年一
0
月

日

昭
和
四
二
年一
0
月
二
八
日

昭
和
四
三
年
四
月

昭
和
四
三
年
五
月
二
五
H

昭
和
四
三
年
七
月

昭
和
四
四
年
四
月

昭
和
四
五
年
三
月一―-―
日

昭
和
四
五
年
四
月

昭
和
四
五
年
五
月―
二
日

昭
和
四
五
年
六
月一
七
日

昭
和
四
五
年
七
月
一

日 日

近
畿
大
学
法
学
部
講
師
（
非
常
勤）
を
委
嘱

せ
ら
る
（
昭
和
四
五
年
三
月
ま
で）

永
年
勤
続
の
功
に
よ
り
武
庫
川
学
院
女
子
大

学
よ
り
表
彰
状
を
受
領

西
宮
市
芦
原
地
区
改
善
対
策
審
議
会
委
員
を

委
嘱
せ
ら
れ
同
会
長
に
互
選
せ
ら
る
（
昭
和

四
五
年
七
月
ま
で）

神
戸
大
学
教
授
（
教
育
学
部）
に
昇
任
せ
ら

日日

る

日

停
年
に
よ
り
神
戸
大
学
教
授
を
退
官

近
畿
大
学
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
法
学
部
勤
務
お

よ
び
大
学
院
法
学
研
究
科
担
当
を
命
ぜ
ら
る

（
至
現
在）

神
戸
大
学
教
育
学
部
講
師
（
非
常
勤）
を
委

嘱
せ
ら
る
（
昭
和
四
七
年
三
月
ま
で）

立
命
館
大
学
よ
り
法
学
博
士
の
学
位
を
授
与

せ
ら
る

西
宮
市
同
和
対
策
審
議
会
委
員
を
委
嘱
せ
ら

れ
同
会
長
に
互
選
せ
ら
る
（
昭
和
四
九
年
七

月
ま
で）
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昭
和
四
五
年
七
月
一

日

兵
庫
県
教
育
新
聞
社
社
長
に
就
任
（
昭
和
四

八
年
五
月
ま
で）



昭
和
四
五
年

八

月
二
七
日

昭
和
四
五
年
―
一

月

二

日

昭
和
四
六
年
一

月
一

六
且

昭
和
四
六
年

四

月

昭
和
四
六
年

七

月
一

五
日

昭
和
四
六
年

九

月
三
0
日

和田鶴蔵教授の経歴 と 著作 目 録

昭
和
四
六
年
一

0
月

六

日

昭
和
四
六
年
一

0
月

九

日

昭
和
四
六
年
―
一

月

四

日

昭
和
四
七
年
一

月
一

日 日

日
本
教
育
法
学
会
運
営
委
員
に
選
任
せ
ら
る

（
至
現
在）

宝
塚
市
同
和
対
策
審
議
会
委
員
を
委
嘱
せ
ら

れ
同
会
長
に
互
選
せ
ら
る
（
至
現
在）

西
宮
市
都
市
計
画
審
議
会
委
員
を
委
噸
せ
ら

れ
同
副
会
長
に
互
選
せ
ら
る
（
昭
和
五
0
年

一

月
ま
で）

兵
庫
県
立
農
業
大
学
校
講
師
（
非
常
勤）

を

委
嘱
せ
ら
る
（
至
現
在
）

明
石
市
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
と
し
て
の

功
績
に
よ
り
兵
庫
県
選
挙
管
理
委
員
会
よ
り

表
彰
状
を
受
＜

伊
丹
市
同
和
教
育
基
本
計
画
策
定
委
員
を
委

嘱
せ
ら
る
（
昭
和
四
七
年
三
月
ま
で）

明
石
市
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
に
当
選
し
同

委
員
長
に
互
選
せ
ら
る
（
昭
和
五
0
年
一

〇

月
二
七
日
ま
で
）

日
本
公
法
学
会
監
事
に
選
任
せ
ら
る
（
至
現

在
）

兵
庫
県
都
市
選
挙
管
理
委
員
会
連
合
会
幹
事

に
選
任
せ
ら
る
（
至
現
在）

昭
和
四
七
年
度
司
法
委
員
に
選
任
せ
ら
る

昭
和
四
七
年

六

H
一

九
日

昭
和
四
八
年
一

月

昭
和
四
八
年

三

月
一

六
日

昭
和
四
八
年

五

月

五

日

昭
和
四
八
年

五

月
二
四
日

昭
和
四
八
年

七

月
二
六
日

昭
和
四
九
年
一

月

昭
和
四
九
年

四

月
一

五
日

昭
和
四
九
年

五

月
一

0
日 日

（
神
戸
地
方
裁
判
所）

西
宮
市
農
地
課
税
審
議
会
委
員
を
委
嘱
せ
ら

る
（
昭
和
四
七
年
七
月
ま
で）

昭
和
四
八
年
度
司
法
委
員
に
選
任
せ
ら
る

（
神
戸
地
方
裁
判
所）

明
石
市
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
と
し
て
衆

議
院
議
員
選
挙
に
盛
力
し
た
功
績
に
よ
り
自

治
大
臣
よ
り
表
彰
せ
ら
る

明
石
市
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
と
し
て
の

功
績
に
よ
り
近
畿
都
市
選
挙
管
理
委
員
会
連

合
会
よ
り
表
彰
せ
ら
る

明
石
市
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
と
し
て
の

功
績
に
よ
り
全
国
市
区
選
挙
管
理
委
員
会
連

合
会
よ
り
表
彰
せ
ら
る

兵
庫
県
明
る
＜
正
し
い
選
挙
推
進
協
議
会
委

員
を
委
嘱
せ
ら
れ
同
副
会
長
に
互
選
せ
ら
る

昭
和
四
九
年
度
司
法
委
員
に
選
任
せ
ら
る

（
神
戸
地
方
裁
判
所）

東
播
淡
路
地
区
選
挙
管
理
委
員
会
連
絡
協
議

会
会
長
に
選
任
せ
ら
る
（
至
現
在）

明
石
商
工
会
墳
所
裔
業
活
動
調
整
協
議
会
委

員
を
委
嘱
せ
ら
る
（
至
現
在
）
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昭
和
五
0
年

昭
和
五
0
年
四
月

近大法学

昭
和
五
0
年一
0
月
六
日

昭
和
五一
年
一

昭
和
五一
年一
0
月

昭
和
五
二
年

月月月

日

昭
和
五
0
年
度
司
法
委
員
に
選
任
せ
ら
る

（
神
戸
地
方
裁
判
所）

兵
庫
県
立
総
合
衛
生
学
院

講
師
を
委
嘱
せ
ら

る
（
至
現
在）

明
石
市
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
に
当
選
し
同

委
員
長
に
互
選
せ
ら
る
（
昭
和
五
四
年一
〇

月
二
七
日
ま
で）

昭
和
五一
年
度
司
法
委
員
に
選
任
せ
ら
る

（
神
戸
地
方
裁
判
所）

近
畿
大
学
法
学
部
法
律
学
科
長
を
命
ぜ
ら
る

（
至
現
在）

昭
和
五
二
年
度
司
法
委
員
に
選
任
せ
ら
る

日日日日

（
神
戸
地
方
裁
判
所）
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著

H
 

録

作著

書

和田鶴蔵教授の経歴と 著作目鉗

系
統
的
公
民
科
倫
理・
教
育
提
要
（
昭
和一
五
年
五
月一
五
日）
啓
文
社

系
統
的
公
民
科
公
法
提
要
（
昭
和一
六
年
二
月一
五
日）
啓
文
社

系
統
的
公
民
科
私
法
撮
要
（
昭
和一
六
年
五
月
二
0
日）
啓
文
社

系
統
的
公
民
科
経
済
撮
要
（
昭
和一
六
年
八
月一
五
H)
啓
文
社

系
統
的
公
民
科
社
会
撮
要
（
昭
和一
六
年―
一
月
三
0
日）
啓
文
社

日
本
憲
法
要
義
（
昭
和
二
四
年―
二
月一
五
日）
昭
森
社

法
学
概
論
講
義
案
（
昭
和
二
六
年
八
月一
0
日）
謄
明
社

日
本
国
憲
法
要
義
（
昭
和
二
七
年一
0
月一
0
日）
三
和
書
房

社
会
科
の
教
材
研
究
（
昭
和
二
八
年
四
月
一五
日）
謄
明
社

法
学
概
論
（
昭
和
二
八
年
六
月一
五
日）
三
和
書
房

社
会
科
の
学
習
指
導
（
昭
和
二
九
年
四
月一
五
日）
謄
明
社

改
訂
日
本
国
憲
法
要
義
（
昭
和
三
0
年
四
月
五
日）
三
和
書
房

社
会
科
教
育
講
義
案
（
昭
和
三一
年
四
月一
0
日）
謄
明
社

社
会
科
教
育
論
（
昭
和
三
二
年―
一
月一
0
日）
三
和
書
房

社
会
科
学
習
指
導
論
（
昭
和
三
四
年
二
月
二
0
日）
三
和
書
房

社
会
科
学
習
形
態
論
（
昭
和
三
五
年
六
月
二．
五
日）
関
書
院

家
族
関
係
講
義
案
（
昭
和
三
六
年
四
月一
五
日）
謄
明
社

標
準
中
学
社
会・
社
会
の
し
く
み
（
共
著、
教
科
書）

二
0
日）
教
育
出
版
株
式
会
社

法
学
序
説
（
昭
和
三
六
年一
0
月
二
0
日）
晃
洋
書
房

家
族
関
係
要
論
（
昭
和
三
七
年
五
月一
五
日）
三
和
書
房

教
育
公
務
員
の
政
治
行
為
の
制
限
（
昭
和
三
七
年
九
月
三
0
日）
晃
洋
書
房

社
会
科
教
育
原
論
（
昭
和
三
八
年
九
月一
日）
晃
洋
書
房

新
訂
日
本
国
憲
法
要
義
（
昭
和
三
九
年
六
月
五
8)
三
和
書
房

国
民
の一
般
的
基
本
義
務
と
教
育
ー
日
本
国
憲
法
第―
二
条
の
研
究
ー

（
昭

和
四
0
年
四
月
二
0
8）
一―-
和
書
房

平
等
意
識
の
実
態
（
昭
和
四
0
年
九
月
三
0
日）
三
和
書
房

家
庭
経
営
概
論
（
共
著）
（
昭
和
四一
年
四
月
二
五
日）
建
吊
社

社
会
科
学
習
指
導
要
説
（
昭
和
四一
年
九
月
五
日）
三
和
書
房

教
育
行
政
法
の
諸
問
題
（
昭
和
四一
年一
0
月
二
0
日）
三
和
書
房

教
育
と
平
和
憲
法
（
昭
和
四
二
年一
月一
0
日）
法
律
文
化
社

社
会
科
教
育
随
想
（
昭
和
四
二
年
四
月一
五
日）
三
和
書
房

憲
法
と
男
女
平
等
（
昭
和
四
四
年
五
月
二
0
日）
法
律
文
化
社

日
本
国
憲
法
の
平
等
原
理
（
昭
和
四
六
年
七
月
二
0
日）
三
和
書
房

昭
和
三
六
年
四
月
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日
本
国
憲
法
総
論

i
法
講
義
I
|

（
昭
和
四
七
年
四
月一
日

）

法
律
文
化

社

憲
法
と
男
女
平
等
（
増
補
版
）

（
昭
和
四
八
年
五
月
三
0
日

）

法
律
文
化
社

国
民
主
権
と
永
久
平
和

i
法
講
義
II
|

（
昭
和
四
八
年―
二
月一
五
H)

三
和
書
房

基
本
的
人
権
要
論
—

憲
法
講
義m
ー

（
昭
和
五
一
年
―
一
月一
五
日

）

保
文

書
院

近大法学
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論
文
・

書
評
・

随
筆
等

和田鶴蔵教授の経歴と著作目録

0
は
学
術
論
文

0
戸
主
権
制
度
改
正
案
の
根
本
思
想
（
甲
陽
第
五
八
号）

昭
和
―
一

年一
月

1
0
日 。

0
小
学
校
に
於
け
る
公
民
教
育
（
公
民
教
育
第
六
巻
第
八
号）

昭
和―
四
年

八
月
一
日 。

0
国
民
学
校
初
等
科
に
於
け
る
職
業
指
導
（
職
業
指
導
第
一
四
巻
第
二
号
・

後
に
「

社
会
科
教
育
随
想」

に
収
録）

昭
和一
六
年
二
月
一
日 。

◎
無
償
移
転
除
却
条
件
付
達
築
許
可
の
違
憲
性
（
近
畿
師
範
学
校
学
術
研
究

会
で
の
報
告
要
旨
・

後
に
「

教
育
行
政
法
の
諸
問
題」

に
収
録）

昭
和
二

三
年―
一
月
二
五
日 。

〇
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
意
義
と
運
営
に
関
す
る
法
的
基
礎
（
昭
森
社
編
「

カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
と
ガ
イ
ダ
ン
ス
」

所
収
・

後
に
「

教
育
行
政
法
の
諸
問
題」

に

収
録）

昭
相
二
四
年
九
月
三
0
日 。

〇
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
委
員
会
の
法
的
性
質
（
昭
森
社
編
「

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
ガ

イ
ダ
ン
ス
」

所
収
・

後
に
「

教
育
行
政
法
の
諸
問
題」

に
収
録）

昭
和
二

四
年
九
月
三
0
日 。

0
土
地
区
劃
整
理
組
合
の
行
う
換
地
予
定
地
指
定
の
効
力
（
自
治
研
修
所
に

お
け
る
報
告
要
旨 、

後
に
「

教
育
行
政
法
の
諸
問
題」

に
収
録）

昭
和
二

五
年
七
月
二
八
日 。

O
転
学
許
可
の
無
効
お
よ
び
取
消
（
神
戸
大
学
明
石
分
校
研
究
会
に
お
け
る

報
告
要
旨 、

後
に
「

教
育
行
政
法
の
諸
問
題」

に
収
録）

昭
和
二
五
年一

0
月一

0
日 。

0
公
共
組
合
の
強
制
能
力
（
神
戸
大
学
教
育
学
部
研
究
集
録
第
二
集
・

後
に

「
教
育
行
政
法
の
諸
問
題」

に
収
録）

昭
和
二
五
年一

0
月
二
五
日 。

0
学
習
指
導
要
領
の
法
規
性
に
つ
い
て
（
神
戸
大
学
明
石
分
校
•

明
石
学
園

新
聞
第
三
号、

後
に
「

教
育
行
政
法
の
諸
問
題」

に
収
録）

昭
和
二
六
年

二
月
一
三
日 。

◎
新
憲
法
に
於
け
る
国
家
観
（
神
戸
大
学
明
石
分
校
・

論
苑
第
一
号）

昭
和

二
六
年
二
月
二
五
日 。

0
教
員
養
成
大
学
に
お
け
る
「

社
会
科
教
育
法」

の
教
育
計
画
(

I

F

E

L

研
究
集
録

「
社
会
科
教
育」

所
収
・

後
に
「

社
会
科
教
育
随
想」

に
収
録）

昭
和
二
六
年―
二
月
一

0
日 。

●
法
律
の
知
識
（
兵
庫
県
教
育
委
員
会
編
「

成
人
学
校
教
育
課
程」

所
収）

昭
和
二
七
年
一
月
九
日 。

●
平
等
取
扱
の
原
則
（
兵
庫
教
育
新
聞
第
七
七
号）

昭
和
二
七
年
二
月
ニ
―

日 。
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●
兵
教
組
は
丹
項
鶴
か
（
兵
庫
教
育
新
聞
第
九
一
号）

昭
和
二
七
年
七
月
一

一
日 。

◎
学
校
に
お
け
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
法
的
根
拠
と
限
界
（
神
戸
大
学
明
石
分
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校
・

論
苑
第
二
号、

後
に
「

教
育
行
政
法
の
諸
問
題」

に
収
録）

昭
和
二

八
年
三
月
二
五
日 。

0
地
理
・

歴
史
は
独
立
さ
す
べ
き
か
（
西
日
本
社
会
科
教
育
研
究
会
岡
山
大

会
に
お
け
る
報
告
要
旨 、

後
に
「

社
会
科
教
育
随
想」

に
収
録）

昭
和
二

八
年
五
月
一
0
日 。

0
基
本
的
人
権
保
持
の
業
務
曰
（
神
戸
大
学
教
育
学
部
・

研
究
集
録
第
八
集 、

後
に
「

国
民
の
一
般
的
墓
本
義
務
と
教
育」

に
収
録）

昭
和
二
九
年
四
月

一
五
日 。

0
教
育
二
法
の
解
説
（
兵
庫
教
育
新
聞
第
一
七
二
号
1

第
一
七
六
号、

後
に

「
教
育
行
政
法
の
諸
問
題」

に
収
録）

昭
和
二
九
年―
二
月
ニ
―

日 。

◎
所
謂
教
育
二
法
の
解
釈
上
の
問
題
曰
（
関
西
法
政
学
会
編
・

法
政
論
叢
第

三
号、

後
に
「

教
育
行
政
法
の
諸
問
題」

に
収
録）

昭
和
三
0
年
五
月
二

二
日 。

◎
改
訂
社
会
科
の
方
向
（
兵
庫
教
育
第
七
巻
第
三
号、

後
に
「

社
会
科
教
育

随
想」

に
収
録）

昭
和
三
0
年
六
月
一
0
日 。

◎
基
本
的
人
権
保
持
の
義
務
□
（
神
戸
大
学
教
育
学
部
・

研
究
集
録
第
一
―

集 、

後
に
「

国
民
の
一
般
的
基
本
義
務
と
教
育」

に
収
録）

昭
和
三
0
年

九
月
一
五
日 。

●
う
れ
う
べ
き

教
科
書
問
題
（
兵
庫
教
育
新
聞
第
一
九
五
号
1

第
一
九
七
号、

後
に
「

社
会
科
教
育
随
想」

に
収
録）

昭
和
三
0
年
九
月
ニ
―
日 。

◎
教
育
の
政
治
的
中
立
と
教
師
の
政
治
的
教
養
（
兵
庫
教
育
第
八
巻
第
八
号、

後
に
「

社
会
科
教
育
随
想」

に
収
録）

昭
和
三
一

年―
一
月
二
0
日 。

近大法学

●
昨
年
か
ら
の
課
題
を
前
進
さ
せ
る
（
兵
庫
教
育
新
聞
第
二
三
九
号）

昭
和

三
二
年一
月一
日 。

O
基
本
的
人
権
濫
用
の
自
制
義
務
曰
（
神
戸
大
学
教
育
学
部
・

研
究
集
録
第

―
四
集 、

後
に
「

国
民
の一
般
的
基
本
義
務
と
教
育」

に
収
録）

昭
和
三

二
年一
月一

0
日 。

0
人
権
保
持
と
社
会
教
育
（
西
日
本
社
会
科
教
育
研
究
会
編
「

社
会
科
教
育

研
究
集
録」

所
収 、

後
に
「

国
民
の
一
般
的
基
本
義
務
と
教
育」

に
収
録）

昭
和
三
二
年
三
月
三
一
日 。

◎
道
徳
教
育
の
要
望
書
に
つ
い
て
（
兵
庫
県
社
会
科
教
育
研
究
会
編
・

社
会

科
教
育
第
一

0
号、

後
に
「

社
会
科
教
育
随
想」

に
収
録）

昭
和
三
二
年

七
月
二
0
日 。

●
教
研
こ
う
し
て
進
め
て
い
る
I

佐
用
郡
の
巻
ー

（
兵
庫
教
育
新
聞
第
二
五

八
号）

昭
和
三
二
年
七
月
ニ
―
日 。

●
教
研
こ
う
し
て
進
め
て
い
る
ー

養
父
郡
の
巻
ー

（
兵
庫
教
育
新
聞
第
二
六

0
号）

昭
和―
二
二
年
八
月
ニ
―
日 。

◎
社
会
的
身
分
又
は
門
地
に
よ
る
差
別
（
吉
田一

枝
教
授
還
歴
記
念
論
文
集

「
法
学
及
び
政
治
学
の
諸
問
題」

所
収 、

後
に
「

教
育
と
平
和
憲
法」

に

収
録）

昭
和
三
二
年一
0
月
二
五
日 。

◎
平
等
観
の
変
遷
と
同
和
教
育
（
兵
庫
教
育
第
九
巻
第
八
号、

後
に
「

教
育

と
平
和
憲
法」

に
収
録）

昭
和
三
二
年
―
二
月
二
0
日 。

◎
こ
ど
も
の
人
権
と
教
育
（
神
戸
市
教
育
委
員
会
編
・

愛
連
三
二
年
版 、

所

収 、

後
に
「

教
育
と
平
和
惑
法」

に
収
録）

昭
和
三
三
年
一
月
二
0
日 。
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0
基
本
的
人
権
濫
用
の
自
制
義
務
口
（
神
戸
大
学
教
育
学
部
・

研
究
集
録
第

一
七
集 、

後
に
「

国
民
の
一
般
的
基
本
義
務
と
教
育」

に
収
録）

昭
和
三

三
年
三
月
二
五
日 。

0
社
会
科
と
道
徳
教
育
（
兵
庫
教
育
新
聞
第
二
八
九
号、

後
に
「

社
会
科
教

育
随
想
」

に
収
録）

昭
和
三
三
年
六
月
ニ
―
日 。

◎
教
員
に
対

す
る
勤
務
評
定
（
国
土
社
発
行
「

勤
務
評
定
四
0
の
質
問」

所

収 、

後
に
「

教
育
行
政
法
の
諸
問
題」

に
収
録）

昭
和
三
三
年
九
月
二
0

日 。

◎
基
本
的
人
権
濫
用
の
自
制
義
務
□
（
神
戸
大
学
教
育
学
部
・

研
究
集
録
第

ニ
O
集 、

後
に
「

国
民
の一
般
的
基
本
義
務
と
教
育」

に
収
録）

昭
和
三

四
年
三
月
二
五
日 。

◎
青
少
年
非
行
と
生
活
指
導
（
明
治
図
書
発
行
「

生
活
指
導
の
基
本
問
題」

所
収 、

後
に
「

社
会
科
教
育
随
想
」

に
収
録）

昭
和
三
四
年
九
月
一
五
日 。

0
子
供
の
基
本
的
人
権
と
補
導
（
神
戸
市
教
育
委
員
会
編
・

教
育
時
報
第
三

三
号、

後
に
「

社
会
科
教
育
随
想」

に
収
録）

昭
和
三
五
年一

月
三
0
日 。

0
基
本
的
人
権
の
公
共
利
用
責
任
と
道
徳
教
育
曰
（
神
戸
大
学
教
育
学
部
・

研
究
集
録
第
二
三
集 、

後
に
「

国
民
の
一
般
的
基
本
義
務
と
教
育」

に
収

録）

昭
和
二

五
年
三
月
二
五
日 。

◎
教
育
公
務
員
の
地
位
を
め
ぐ
る
諸
問
題
（
関
西
法
政
学
会
編
・

法
政
論
叢

第
二
巻
第
一
号、

後
に
「

教
育
行
政
法
の
諸
問
題」

に
収
録）

昭
和
三
五

年
―
一
月
二
三
日 。

◎
教
育
基
本
法
と
憲
法
（
教
育
タ
イ
ム
ス
第
五
九
九
号、

後
に
「

教
育
と
平

和
憲
法」

に
収
録）

昭
和
三
五
年―
一
月
二
九
日 。

●
討
論
日
本
国
憲
法
（
田
畑
忍
他
編
・

三
一

書
房
発
行
・

討
論
参
加）

昭
和

三
五
年
―
二
月
六
日 。

●
同
和
教
育
の
用
語
（
三
一
書
房
発
行
「

教
育
用
語
辞
典」

所
収）

昭
和
三

五
年
―
二
月
二
0
日 。

●
講
座
•

基
本
的
人
権
（
共
同
通
信
第
一
四
九
五
1

第
一
五
0
四
号）

昭
和

三
六
年一
月一
八
日 。

◎
基
本
的
人
権
の
公
共
利
用
責
任
と
道
徳
教
育
口
（
神
戸
大
学
教
育
学
部
・

研
究
集
録
第
二
五
集 、

後
に
「

国
民
の
一
般
的
基
本
義
務
と
教
育
」

に
収

録）

昭
和
三
六
年
三
月
二
五
日 。

0
生
活
教
育
の
法
的
基
礎
（
郷
土
全
協
会
報
第
三
号、

後
に
「

社
会
科
教
育

随
想」

に
収
録）

昭
和
三
六
年
六
月
二
四
日 。

●
人
間
差
別
の
教
育
を
つ
く
を
読
ん
で
（
綜
合
教
育
技
術
第
一
六
巻
第
五
号）

昭
和
三
六
年
七
月
一
日 。

◎
憲
法
学
習
の
教
材
研
究
序
説
（
国
土
社
編
・

教
育
第
―
二
九
号、

後
に
「

社
会
科
教
育
随
想」

に
収
録）

昭
和
三
六
年
八
月
一
五
日 。

●
憲
法
の
年
を
迎
え
て
（
大
阪
社
会
タ
イ
ム
ス
第
三
0
九
号）

昭
和
三
七
年一

一
月
一
日 。

◎
同
和
教
育
の
基
礎
と
し
て
の
平
等
権
（
大
阪
市
教
育
委
員
会
編
・

同
和
教

育
第
一
―
号、

後
に
「

教
育
と
平
和
憲
法」

に
収
録）

昭
和
三
七
年一
月

二
七
日 。

0
書
評
「

社
会
科
学
と
教
育
I
II」
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（
日
本
社
会
科
教
育
学
会
編
・

社
会
科



第24巻 3 · 4 号

教
育
研
究
第一
六
号、
後
に
「

社
会
科
教
育
随
想
」

に
収
録）
昭
和
三
七

年
二
月一
0
日 。

◎
基
本
的
人
権
の
公
共
利
用
責
任
と
道
徳
教
育
曰
（
神
戸
大
学
教
育
学
部・

研
究
集
録
第
二
七
集 、
後
に
「

国
民
の一
般
的
基
本
義
務
と
教
育
」

に
収

録）
昭
和
三
七
年
三
月
二
五
B 。

◎
社
会
科
に
お
け
る
同
和
教
育
（
西
日
本
社
会
科
教
育
研
究
会
編・
社
会
科

教
育
論
叢
第
九
号、
後
に
「

社
会
科
教
育
随
想」
に
収
録）
昭
和
三
七
年

三
月
三一
日 。

0
行
政
広
報
と
学
校
に
お
け
る
広
報
活
動
（
兵
庫
教
育
第―
二
九
号、
後
に

「
社
会
科
教
育
随
想」
に
収
録）
昭
和
三
七
年一
0
月
五
日 。

◎
教
員
試
補
制
度
の
問
題
点
（
神
戸
大
学
教
育
学
部
教
授
会
に
て
報
告 、
後

に
「

教
育
行
政
法
の
諸
問
題」
に
収
録）
昭
和
三
七
年―
二
月
二
日 。

◎
教
育
権
と
勤
評
の
問
題
（一
円•
黒
田
編
「

田
畑
忍
教
授
還
歴
記
念
論
文

集・
憲
法
問
題
入
門」
所
収 、
後
に
「

教
育
と
平
和
憲
法」
に
収
録）
昭

和
三
八
年一
月一
0
日 。

●
幸
田
た
ま
先
生
を
偲
ぶ
（
湊
川
短
期
大
学
編
「

幸
田
た
ま
先
生
追
弔
記」

所
収）
昭
和
三
八
年
二
月
七
日 。

●
政
治・
経
済・
社
会
的
学
習
（
日
本
社
会
科
教
育
会
編
「

初
等
社
会
科
教

育
」

所
収 、
後
に
「

社
会
科
教
育
随
想
」

に
収
録）
昭
和
三
八
年
四
月一

五
日 。

◎
生
存
権
（
田
畑
忍
編
「

憲
法
判
例
綜
合
研
究」
所
収）
昭
和
三
八
年
四
月

一
日 。

近大法学

●
婚
姻
届
は
式
の
前
に
（
森
短
大
新
聞
第
六
号）
昭
和
三
八
年
七
月一
0
日 。

◎
平
等
思
想
の
発
展
（
神
戸
大
学
八
法
会
に
て
報
告 、
後
に
「

教
育
と
平
和

憲
法
」

に
収
録）
昭
和
三
八
年
八
月一
五
日 。

●
社
会
科
に
お
け
る
平
等
権
の
教
育
ー

報
告
要
項
（
日
本
社
会
科
教
育
学
会

第
二二
回
札
幌
大
会
要
項 、
所
収 、
後
に
「

社
会
科
教
育
随
想
」

に
収
録）

昭
和
三
八
年
八
月
二
七
日 。

●
夫
婦
財
産
制
に
つ
い
て
（
奥
さ
ま
新
聞
第一
―
八
号）
昭
和
三
八
年
八
月

二
七
日 。

◎
両
性
の
本
質
的
平
等
と
教
育
曰
（
神
戸
大
学
教
育
学
部・
研
究
集
録
第
三

〇
集 、
後
に
「

憲
法
と
男
女
平
等
」

に
収
録）
昭
和
三
八
年
九
月
二
五
日 。

0
平
和
憲
法
の
危
機
（
兵
庫
県
憲
法
を
守
る
会
発
行
パ
ン
フ
レ
ッ
ト 、

後
に

「
教
育
と
平
和
憲
法」
に
収
録）
昭
和
三
八
年
九
月
三
0
日 。

0
両
性
差
別
の
実
態
—

両
性
の
本
質
的
平
等
と
教
育
そ
の
ニ
ー

（
神
戸
大
学

教
育
学
部・
研
究
集
録
第
三一
集 、
後
に
「

憲
法
と
男
女
平
等」
に
収
録）

昭
和
三
九
年
三
月
三一
日 。

◎
ペ
ス
タ
ロ
ッ

チ
の
教
育
と
平
和
（
憲
法
研
究
所
編
「

平
和
思
想
史」
所
収 、

後
に
「

社
会
科
教
育
随
想」
に
収
録）
昭
和
三
九
年
四
月一
日 。

◎
国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
法
の
不
平
等
（
法
律
の
ひ
ろ
ば
第一
七
巻
第
五

号、
後
に
「

教
育
行
政
法
の
諸
問
題」
に
収
録）
昭
和
三
九
年
五
月一
日 。

●
部
落
お
よ
び
家
族
生
活
の
あ
り
方
（
但
馬
文
教
府
「

文
教
資
料」
第一
号）

昭
和
三
九
年―
一
月
三
0
日 。

●
社
会
科
に
お
け
る
男
女
平
等
観
の
教
育
ー

報
告
要
項
（
日
本
社
会
科
教
育

- 338 -



和田鶴蔵教授の経歴と 著作目録

学
会
第
一
四
回
群
馬
大
会
要
項 、

所
収 、

後
に
「

社
会
科
教
育
随
想」

に

収
録）

昭
和
三
九
年
―
一
月
七
日

●
討
論
護
憲
改
憲
の
諸
問
題
（
同
志
社
法
学
第
八
七
号
1

第
八
九
号、

討
論

参
加）

昭
和
三
九
年―
一
月
三
0
日 。

0
社
会
科
指
導
内
容
の
構
造
化
に
つ
い
て
（
兵
庫
県
社
会
科
教
育
研
究
会
編
・

社
会
科
教
育
第
ニ
―
号、

後
に
「

社
会
科
教
育
随
想」

に
収
録）

昭
和
三

九
年―
二
月
一
五
日 。

0
男
女
平
等
の
基
礎
ー

両
性
の
本
質
的
平
等
と
教
育
そ
の
三
ー

（
神
戸
大
学

教
育
学
部
・

研
究
集
録
第
三
三
集 、

後
に
「

憲
法
と
男
女
平
等」

に
収
録）

昭
和
四
0
年
三
月
二
五
日 。

0
所
謂
教
育
二
法
解
釈
上
の
問
題
口
（
関
西
法
政
学
会
・

法
政
論
叢
第
三
巻

第
三
号、

後
に
「

教
育
行
政
法
の
諸
問
題」

に
収
録）

昭
和
四
0
年
五
月

二
0
日 。

〇
十
八
人
委
員
の
共
同
意
見
書
に
つ
い
て
（
関
西
法
政
学
会
・

法
政
論
叢
第

三
巻
第
三
号）

昭
和
四
0
年
五
月
二
0
日 。

●
国
民
の
基
本
義
務
と
教
育
ー

報
告
要
項
（
日
本
社
会
科
教
育
学
会
第
一
五

回
徳
島
大
会
要
項 、

所
収 、

後
に
「

社
会
科
教
育
随
想」

に
収
録）

昭
和

四
0
年一

0
月
一

O
B o

●
新
し
い
年
を
迎
え
て
平
和
の
誓
い
（
平
和
運
動
第
二
号）

昭
和
四一
年一

月一
日 。

●
同
和
運
動
の
方
向
（
兵
庫
県
部
落
解
放
連
盟
編
・

解
放
ひ
よ
う
ご
第
二
号）

昭
和
四
一

年一
月一

0
日 。

O
各
国
憲
法
の
男
女
平
等
条
項
ー

両
性
の
本
質
的
平
等
と
教
育
そ
の
四
—

(

神
戸
大
学
教
育
学
部
・

研
究
集
録
第
三
五
集 、

後
に
「

憲
法
と
男
女
平
等」

に
収
録）

昭
和
四
一

年
三
月
二
五
日 。

●
児
童
の
政
治
意
識
の
発
達
（
日
本
社
会
科
教
育
学
会
編
「

初
等
社
会
科
の

基
礎
研
究」

所
収 、

後
に
「

社
会
科
教
育
随
想」

に
収
録）

昭
和
四
一
年

四
月
一
日 。

●
地
域
社
会
と
地
方
自
治
（
日
本
社
会
科
教
育
学
会
編
「

初
等
社
会
科
の
基

礎
研
究」

所
収 、

後
に
「

社
会
科
教
育
随
想」

に
収
録）

昭
和
四
一

年
四

月一
日 。

0
沖
縄
と
日
本
国
憲
法
（
琉
球
新
聞
第
六
一
七
九
号、

後
に
「

教
育
と
平
和

憲
法」

に
収
録）

昭
和
四
一

年
五
月
三
日 。

●
近
代
家
族
の
崩
壊
過
程
と
家
庭
科
の
学
生
（
神
戸
学
院
女
子
短
大
新
聞
第

一
三
号）

昭
和
四
一
年
六
月
二
日 。

●
平
等
と
規
律
（
大
阪
市
淡
路
中
学
校
研
究
紀
要
四
0
年
版
•

所
収）

昭
和

四
一
年
九
月
一
五
日 。

0
日
本
国
憲
法
第
二
四
条
の
法
意
ー

両
性
の
本
質
的
平
等
と
教
育
そ
の
五
ー

（
神
戸
大
学
教
育
学
部
・

研
究
集
録
第一
二
六
集 、

後
に
「

憲
法
と
男
女
平

等」

に
収
録）

昭
和
四
一

年―
一

月
二
五
日 。

●
全
国
民
を
代
表
す
る
国
会
議
員
（
神
戸
学
院
女
子
短
大
新
聞
第
一
六
号）

昭
和
四
二
年
二
月
一
五
日 。

●
恵
庭
事
件
第
一
審
判
決
に
つ
い
て
（
法
律
時
報
臨
時
増
刊
「

恵
庭
裁
判」

所
収）

昭
和
四
二
年
四
月
二
五
B 。
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0
地
域
開
発
指
導
上
地
域
産
業
と
の
関
連
を
ど
う
と
ら
え
る
か
（
明
治
図
書

発
行
「

社
会
科
教
育」
第
三
四
号）
昭
和
四
二
年
六
月一
日 。

●
平
等
観
念
の
教
育
ー

報
告
要
項
（
日
本
社
会
科
教
育
学
会
第一
七
回
松
江

大
会
要
項•
所
収）
昭
和
四
二
年
八
月
二
八
日 。

●
小
学
校
教
育
課
程
の
改
正
の
中
間
ま
と
め
ー

社
会
ー

に
つ
い
て
（
明
治
図

書
発
行
「

社
会
科
教
育」
第
三
八
号）
昭
和
四
二
年一
0
月一
H o

O
平
等
権
に
関
す
る
判
例
の
綜
合
的
研
究
曰
（
神
戸
大
学
教
育
学
部・
研
究

集
録
第
三
八
集 、
後
に
「
日
本
国
憲
法
の
平
等
原
理」
に
収
録）
昭
和
四

二
年―
一
月
二
五
日 。

●
教
育
科
二
部
卒
業
生
に
ひ
と
こ
と
（
武
庫
川
女
子
大
新
聞
第
三
八
号）
昭

和
四
三
年
二
月
二
八
日 。

●
働
く
卒
業
生
諸
君
へ
（
兵
庫
県
朝
来
郡
朝
来
中
学
校・
育
友
会
報
第
六
号）

昭
和
四
二
年
三
月一
0
日 。

0
平
等
権
に
関
す
る
判
例
の
綜
合
的
研
究
口
（
神
戸
大
学
教
育
学
部・
研
究

集
録
第
三
九
集 、
後
に
「
日
本
国
憲
法
の
平
等
原
理」
に
収
録）
昭
和
四

三
年
三
月
二
五
日 。

●
新
入
学
学
生
諸
君
に
望
む
（
神
戸
大
学
教
育
学
部•
そ
し
え
て
第一
六
号）

昭
和
四
三
年
四
月
二
五
日 。

●
第
八
回
参
議
院
議
員
選
挙
に
あ
た
り
有
権
者
の
皆
さ
ん
え
（
明
石
市
発
行

•
市
政
だ
よ
り 、
あ
か
し
第一
0
四
号）
昭
和
四
三
年
七
月一
日 。

●
抵
抗
権
の
教
育
ー

報
告
要
項
（
日
本
社
会
科
教
育
学
会
第一
八
回
宇
都
宮

大
会
要
項
·

所
収）
昭
和
四
三
年
八
月
二
二
日 。

近大法学

●
社
会
科
教
育
研
究
者
の
た
め
に
（
神
戸
大
学
教
育
学
部・
そ
し
え
て
第一

七
号）
昭
和
四
三
年一
0
月一
五
日 。

●
古
典
芸
術
に
つ
い
て
（
近
畿
大
学
文
化
会・
古
典
芸
術
第
二
号）
昭
和
四

三
年一
0
月
二
0
日 。

0
社
会
的
身
分
に
よ
る
差
別
（
有
焚
閣
「

ジ
ュ
リ
ス
ト

憲
法
判
例
百
選
（
新

版）
」
・

所
収）
昭
和
四
三
年―
二
月一
日 。

0
平
等
権
に
関
す
る
判
例
の
綜
合
的
研
究
閻
（
神
戸
大
学
教
育
学
部・
研
究

集
録
第
四一
集 、
後
に
「
日
本
国
憲
法
の
平
等
原
理」
に
収
録）
昭
和
四

四
年
三
月
二
五
日 。

0
基
本
的
人
権
と
同
和
問
題
（
兵
庫
県
教
育
委
員
会
編
「

同
和
教
育
を
め
ざ

し
て」
所
収）
昭
和
四
四
年
三
月
三一
日 。

0
老
齢
年
金
夫
婦
受
給
制
限
事
件
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
「

昭
和
四
三
年
度
重
要
判

例
解
説」
所
収 、
後
に
「

増
補
憲
法
と
男
女
平
等」
に
収
録）
昭
和
四
四

年
九
月一
0
日 。

O
平
等
権
に
関
す
る
判
例
の
綜
合
的
研
究
田
（
神
戸
大
学
教
育
学
部・
研
究

集
録
第
四
二
集 、
後
に
「
日
本
国
憲
法
の
平
等
原
理」
に
収
録）
昭
和
四

五
年
二
月―
四
日 。

◎
平
等
権
に
関
す
る
判
例
の
綜
合
的
研
究
因
（
神
戸
大
学
教
育
学
部・
研
究

集
録
第
四
三
集 、
後
に
「

H
本
国
憲
法
の
平
等
原
理」
に
収
録）
昭
和
四

五
年
三
月
二
五
日 。

0
鈴
木
安
蔵·
星
野
安
三
郎
編
「

学
問
の
自
由
と
教
育
権」
ー

書
評
（
立
正

法
学
第
三
巻
第
三•
四
合
併
号）
昭
和
四
五
年
三
月一―1
0
日 。
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0
平
等
権
に
関
す
る
判
例
の
綜
合
的
研
究
出
（
近
大
法
学
第一
八
巻
第一
号、

後
に
「
日
本
国
憲
法
の
平
等
原
理」
に
収
録）
昭
和
四
五
年
五
月一
五
日 。

●
家
永
教
科
書
裁
判
第一
審
判
決
に
つ
い
て
（
憲
法
研
究
所
月
報・
永
世
中

立
第
四
八
号）
昭
和
四
五
年
八
月一
日 。

●
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
批
判
ー

報
告
要
項
（
日
本
社
会
科
教
育
学
会
第

二
0
回
長
崎
大
会
要
項）
昭
和
四
五
年
八
月
二
二
日 。

●
大
学
自
治
に
つ
い
て
の
疑
問
（
ジ
ュ
リ
ス
ト

第
四
四
六
号）
昭
和
四
五
年

―
一
月一
五
日 。

0
平
等
権
に
関
す
る
判
例
の
綜
合
的
研
究
囚
（
近
大
法
学
第一
八
巻
第
二
号、

後
に
「
日
本
国
憲
法
の
平
等
原
理」
に
収
録）
昭
和
四
五
年―
一
月
三
〇

日 。

和田鶴蔵教授の経歴と著作目録

◎
形
式
的
平
等
と
実
質
的
平
等
の
観
念
（
近
大
法
学
第一
八
巻
第
三•
四
号、

後
に
「
日
本
国
憲
法
の
平
等
原
理
」

に
収
録）
昭
和
四
六
年
三
月一
六
日 。

0
児
童
の
政
治
意
識
の
発
達
（
日
本
社
会
科
教
育
学
会
編
「

改
訂
初
等
社
会

科
研
究」
所
収）
昭
和
四
六
年
五
月一
0
日 。

◎
地
方
自
治
（
日
本
社
会
科
教
育
学
会
編
「

改
訂
初
等
社
会
科
研
究」
所
収）

昭
和
四
六
年
五
月一
0
日 。

◎
教
育
基
本
権
（
田
畑
忍
編
「

憲
法
要
義」
所
収）
昭
和
四
六
年
六
月
五
日 。

0
国
民
の
基
本
的
義
務
（
田
畑
忍
編
「

憲
法
要
義」
所
収）
昭
和
四
六
年
六

月
五
日 。

0
予
算
と
決
算
（
田
畑
忍
編
「

憲
法
要
義」
所
収）
昭
和
四
六
年
六
月
五
日 。

0
基
本
的
人
権
の
強
調
（
田
畑
忍
編
「

憲
法
要
義」
所
収）
昭
和
四
六
年
六

月
五
日 。

●
第
ニ一
次
教
育
研
究・
教
育
内
容
と
方
法
の
研
究
視
点
（
兵
教
組
編
「

第

二一
次
教
研
の
手
ぴ
き」
所
収）
昭
和
四
六
年
六
月一
0
日 。

●
社
会
科
に
お
け
る
選
挙
の
教
育
ー

報
告
要
項
（
日
本
社
会
科
教
育
学
会
第

二―
回
水
戸
大
会
要
項）
昭
和
四
六
年
八
月
二
三
日 。

0
平
等
権
に
関
す
る
判
例
の
綜
合
的
研
究
山
（
近
大
法
学
第一
九巻
第一
号、

後
に
「
日
本
国
憲
法
の
平
等
原
理」
に
収
録）
昭
和
四
六
年
九
月
三
0
日 。

●
兵
庫
の
教
育
者
ー

第
二
代
神
戸
大
学
教
育
学
部
長
塩
尻
公
明
先
生
ー

（
兵

庫
教
育
第
二
三
巻
第
七
号・
通
巻
第
二
四
七
号）
昭
和
四
六
年一
0
月一

五
日 。
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◎
尊
属
殺
重
罰
と
平
等
原
則
（
阿
部
照
哉
編
「

判
例
演
習
講
座•
憲
法」
所

収）
昭
和
四
六
年―
一
月
二
0
日 。

◎
平
等
権
に
関
す
る
判
例
の
綜
合
的
研
究
固
（
近
大
法
学
第一
九
巻
第
二
号、

後
に
「
日
本
国
憲
法
の
平
等
原
理」
に
収
録）
昭
和
四
六
年―
二
月一
日 。

◎
平
等
権
に
関
す
る
判
例
の
綜
合
的
研
究
口
（
近
大
法
学
第一
九
巻
第
三
号、

後
に
「
日
本
国
憲
法
の
平
等
原
理」
に
収
録）
昭
和
四
七
年
三
月一
0
日 。

◎
平
等
権
に
関
す
る
判
例
の
綜
合
的
研
究
口
（
近
大
法
学
第一
九
巻
第
四
号、

後
に
「
日
本
国
憲
法
の
平
等
原
理」
に
収
録）
昭
和
四
七
年
五
月一
0
日 。

◎
宗
教
活
動
を
し
な
い
旨
の
契
約
の
効
力
（
ジ
ュ
リ
ス
ト

宗
教
判
例
百
選・

所
収）
昭
和
四
七
年
七
月一
―
日 。

●
主
権
者
教
育
と
し
て
の
選
挙
教
育
の
問
題
点
ー

報
告
要
項
（
日
本
社
会
科

教
育
学
会
第
二
二
回
新
潟
大
会
要
項）
昭
和
四
七
年
八
月
二
0
日 。
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◎
国
民
の
教
育
権
と
軍
国
主
義
教
育
（
田
畑
忍
教
授
古
稀
記
念
論
文
集
「

現

代
に
お
け
る
平
和
と
人
権」
所
収 、
後
に
「

増
補 、
憲
法
と
男
女
平
等」

に
収
録）
昭
和
四
七
年
八
月一
五
日 。

◎
法
の
下
の
平
等
（
清
水
望
編

「

比
較
憲
法

講
義」
所
収）
昭
和
四
七
年一

0
月
三
0
日 。

●
社
会
認
識
と
公
民
的
資
質
ー

報
告
要
項
（
日
本
社
会
科
教
育
研
究
会
第
二

一
回
宮
崎
大
会
要
項）
昭
和
四
七
年―
一
月
二
五
日 。

◎
公
職
選
挙
法
第
九
条
第
三
項
の
改
正
要
望
に
つ
い
て
（
近
大
法
学
第
二
〇

巻
第一
・

ニ
号、
選
挙
時
報
第
二
三
巻
第
七
号）
昭
和
四
七
年―
二
月一

五
日 。

●
公
共
の
福
祉
の
現
代
的
意
義
（
近
大
司
法
研
究
会
編・
生
駒
法
学
第
八
・

九
号）
昭
和
四
八
年
三
月一
日 。

◎
主
権
意
思
の
構
成
と
選
挙
行
政
法
の
改
善
（
近
大
法
学
第
二
〇
巻
第
三·

四
号、
選
挙
時
報
第
二
二
巻
第一
0
号
第一
―
号）
昭
和
四
八
年
三
月一

五
日 。

●
改
め
た
い
選
考
委
員
方
式
（
兵
庫
県
明
る
い
選
挙
推
進
協
議
会
編・
え
ら

ぶ
第
二
号）
昭
和
四
八
年
三
月
二
0
日 。

0
男
女
共
学
に
反
対
し
て
い
る
親
の
就
学
義
務
（
ジ
ュ
リ
ス
ト

教
育
判
例
百

選•
所
収）
昭
和
四
八
年
四
月
二
0
日 。

◎
租
税
法
律
主
義
—

パ
チ
ン
コ
球
遊
器
課
税
事
件
ー

（
林
他
編
「

統
治
の
機

構
と
作
用」
所
収）
昭
和
四
八
年
六
月
三
0
日 。

0
天
皇
と
政
治
ー

増
原
内
奏
問
題
を
め
ぐ
っ
て
ー

（
近
畿
大
学
学
報
第一
五

近大法学

四
号）
昭
和
四
八
年
七
月一
日 。

●
「

公
害」
の
教
育
に
つ
い
て
ー

報
告
要
項
ー

（
日
本
社
会
科
教
育
学
会
第

二
三
回
三
重
大
会
要
項）
昭
和
四
八
年
八
月
二
三
日 。

●
同
和
問
題
と
性
教
育
（
兵
庫
教
育
第
二
五
巻
第
六
号
・

通
巻
二
七
0
号）

昭
和
四
八
年
九
月
二
0
日 。

〇
職
業
選
沢
の
自
由
ー
タ
ク
シ
ー

営
業
免
許
制
事
件
ー

（
林
他
編
「

基
本
的

人
権」
所
収）
昭
和
四
八
年
九
月
二
O
H o

〇
い
わ
ゆ
る
統
治
行
為
に
つ
い
て
（
近
畿
大
学
学
報
第一
五
七
号）
昭
和
四

八
年一
0
月一
日 。

◎
平
等
と
合
理
的
な
差
別
の
意
味
（
ジ
ュ
リ
ス
ト

別
冊
「

法
学
教
室」
第
二

期
第
三
号・
所
収）
昭
和
四
八
年―
二
月一
0
日 。

O
公
職
選
挙
法
第―
一
条
第
二
項
第
三
項
の
改
正
要
望
に
つ
い
て
（
近
大
法

学
第
ニ―
巻
第
三•
四
号、
選
挙
時
報
第
二
三
巻―
二
号）
昭
和
四
九
年

三
月一
五
日 。

●
神
戸
大
学
に
お
け
る
同
和
教
育
の
と
り
く
み
（
季
刊
同
和
教
育
運
動
第
四

号）
昭
和
四
九
年
四
月
二
0
日 。

O
社
会
的
身
分
に
よ
る
差
別
（
ジ
ュ
リ
ス
ト

憲
法
判
例
百
選•
第
三
版‘
所

収）
昭
和
四
九
年
六
月
五
日 。

●
地
方
自
治
と
社
会
科
教
育
ー

報
告
要
項
（
日
本
社
会
科
教
育
学
会
第
二
四

回
佐
賀
大
会
要
項）
昭
和
四
九
年
八
月
八
日 。

0
公
職
選
挙
法
等
改
正
要
望
事
項
（
昭
和
四
七
年
度）
に
対
す
る
意
見
（
近

大
法
学
第
二
二
巻
第
二
号）
昭
和
四
九
年―
二
月一
五
日 。
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0
国
政
調
査
権
と
守
秘
義
務
の
関
係
（
近
畿
大
学
学
報
第
一
七
三
号）

昭
和

五
0
年
二
月
一
日 。

0
無
効
投
票
（
公
職
選
挙
法
第
六
八
条
第
二
号）

の
判
例
研
究
（
近
大
法
学

第
二
二
巻
第
三
•

四
号）

昭
和
五
0
年
三
月一
五
日 。

●
第
八
回
統
一
地
方
選
挙
に
あ
た
り
有
権
者
の
皆
さ
ん
え
（
明
石
市
発
行
・

市
政
だ
よ
り
•

あ
か
し
第
二
二
七
号）

昭
和
五
0
年
四
月
一
五
H o

0
堀
木
訴
訟
と
憲
法
第
一
四
条
（
堀
木
訴
訟
第
二
審
鑑
定
書）

（
近
大
法
学

第
二
三
巻
第
一
号）

昭
和
五
0
年
八
月
一
0
日 。

●
主
権
者
意
識
を
育
て
る
選
挙
教
育
再
論
ー

報
告
要
項
（
日
本
社
会
科
教
育

学
会
第
二
五
回
東
京
大
会
要
項）

昭
和
五
0
年
八
月
二
六
日 。

0
稲
葉
法
相
問
題
と
公
務
員
の
憲
法
尊
重
擁
護
の
義
務
（
近
畿
大
学
学
報
第

一
八
0
号）

昭
和
五
0
年
九
月
一
日 。

0
行
政
処
分
の
瑕
疵
の
治
癒
ー

農
業
用
施
設
買
収
無
効
確
認
請
求
事
件
ー

（

川
西
他
編
「

行
政
法
総
則」

所
収）

昭
和
五
0
年―
二
月
二
0
日 。

0
公
職
選
挙
法
等
改
正
要
望
事
項
（
昭
和
四
八
年
度）

に
対
す
る
意
見
（
近

大
法
学
第
二
三
巻
第
三
•

四
号）

昭
和
五
一
年一
二
月
二
0
日 。

0
不
服
審
査
前
醤
の
意
義
ー

所
得
税
更
正
処
分
取
消
請
求
事
件
ー

（
川
西
他

編
「

行
政
救
済
法」

所
収）

昭
和
五
一
年
三
月
二
0
日 。

◎
憲
法
と
公
害
（
一
円
一

億
教
授
還
歴
記
念
論
文
集
「

憲
法
と
環
境
問
題」

所
収）

昭
和
五
一

年
五
月
一
五
日 。

◎
外
務
省
秘
密
漏
え
い
事
件
控
訴
審
判
決
に
つ
い
て
ー

国
民
の
知
る
権
利
と

国
家
秘
密
ー

（
近
畿
大
学
学
報
第
一
九
四
号）

昭
和
五
一

年―
一
月
一
日 。

●
詮
衡
委
員
に
よ
る
役
員
の
選
定
（
ジ
ュ
リ
ス
ト

第
六
二
六
号
・

所
収）

昭

和
五
一

年
―
二
月
一
日 。

◎
公
職
選
挙
法
等
改
正
要
望
事
項
（
昭
和
四
九
年
度）

に
対
す
る
意
見
（
近

大
法
学
第
二
四
巻
第
二
号）

昭
和
五
二
年一

月
二
0
日
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